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研究設備マスタープラン策定のためのアンケート実施要項 

2020 年 11 月 24 日  
1. 対象となる設備 
1.1 基本的な考え方 

研究設備マスタープランは、新潟大学の研究者の研究活動を支援する研究基盤を構成す
る研究設備が対象であり、個人・研究室単位では購入が難しい高額な中・大型設備の適正
な整備を行うための基本計画である。大学運営交付金の減額、競争的外部資金の獲得が困
難な状況の中で、限られた研究資金の投資効果を最大限に高め、複雑化する研究環境に対
応するためには、研究設備の共用化と限られた人的資源を効率的に共用システムに投入す
ることが基本的な施策であると考えられる。このような認識から、分野を超えた多くの研
究者が使用する設備、また、機器開発の結果あるいは研究の発展から新たな価値を創造す
ることが明確であり、必要性が高くなった設備（必要性）、共用化の合意が形成されてお
り、維持・管理に携わる人材が担保されている設備（共用性）、財政的な制限がある状況で
も購入できる低価格の設備あるいは利用者が多くコストパフォーマンスの高い設備（経済
性（注 1））が、研究設備マスタープランの対象とすべき設備であると考えられる。これらの
必要性、共用性、経済性を評価項目として定量化し、要求設備を適正に評価することが、
要望設備の優先順位を決定する基準になると考えられる。 
______________________________________________________________________________ 
（注 1）経済性が高い研究設備とは、狭義では、価格が安く比較的購入しやすい設備が該
当するが、広義には、高額であっても利用者が多い設備（コストパーフォーマンス）も対
象となる。つまり必要性が高く（回答者が多い）、共用性が高い設備はコストパフォーマ
ンスが高いことが予測できる。 
 
1.2 研究設備マスタープランの対象となる研究設備 
1)  個人、研究室単位では購入が難しい中・大型研究設備を対象とする。教育用設備のう

ち教育を主たる目的とする設備と医療設備は含まない。 
2) 取得価格 1,000 万円以上を目安とする設備を対象とする。 
3) 対象設備は単一部局内での共用設備（部局内共用）、全学共用（2 部局以上での共

用）、共用化は困難だが本学の研究に強化に資すると認められた設備（強化設備）、共
用化が困難な設備（専有設備）とする（注 2）。 

4) 法令に基づき整備すべき設備、部局の戦略上必要な設備、共用施設の運営に必要な設
備は、研究設備マスタープラン「個人アンケート」の対象とはせず、「施設・部局ア
ンケート」にて対応するものとする。 

______________________________________________________________________________ 
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（注 2）限られた原資（全学予算）や概算要求で要求設備を整備することに制限がある状況で

は、特定の部局や少数の研究者からなるグループにしか利用されない機器を導入することはで

きない。このため、研究設備マスタープラン策定段階では強化設備や専有設備の評価は低くな

る。専有設備や強化設備は競争的資金や科学研究費補助金を含む外部資金で整備することを原

則とする。 
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2. アンケート実施内容 
研究設備マスタープラン策定のためのアンケートとして、「施設・部局アンケート」を

実施する。「研究者個人アンケート」については、2019 年度より有効期間を 3 年間とした
ことから、2020 年度、2021 年度は実施しないものとする。 
 
2.1 施設・部局アンケート 
[1]アンケート実施及び取扱方針 

 共用設備基盤センターにて施設・部局アンケートの集計・評価に基づく設備ランキ
ング案(※1 を作成する。 
※1：概算要求(基盤設備)の設備の基礎資料として用いられる 

 施設・部局アンケートは概算要求(基盤設備)の設備選定に際して、政府の方針等の
状況を考慮する必要があること、法令化改正等に基づき整備すべき設備があること
から、毎年実施するものとする。 

 
[2]アンケートの方法 
 施設・部局の研究戦略上必要な研究設備、共用施設の運営に必要な研究設備及び法令

に基づき整備すべき設備について、施設・部局アンケートを行う。 
 特定の研究分野に必要な研究設備については、原則として外部資金で整備する。 
 各施設・部局から 1 設備のみの申請とする。 
 概算要求の対象となる設備は価格が 1 千万～3 億円の設備が目安となること（現在の

基準）を記す。 
 
[3]アンケートの項目 
 施設・部局名、アンケート担当者、連絡先 
 設備名、設置予定場所 
 所要額 
 共用区分：1)学内共用、2)他研究機関との共用、3)他研究機関・企業との共用、4)全

施設・部局アンケート実施計画 
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国共同利用、5)その他 
 学内共用部局数、共用が見込まれる組織・研究分野など 
 導入要望設備の概要・必要性 
 法令名(法令により整備が必要な場合) 
 関連する中期目標・中期計画等 

[4]アンケート結果の評価項目 
① 共用性 
② 研究設備としての重要性 
③ 大学の中期目標・計画との整合性（研究分野としての将来性とも関連） 
 
[5]設備のランキング法 
 ランキングは、共用設備基盤センター長の下、共用設備基盤センター専任教員が原案

を作成する。 
 得点に基づき、要望設備のランキングを行う。 
 要望設備が個人アンケートの対象設備となっている場合は、その総合評価スコアの値

とランキング順位を付帯事項とする。 
 必要と考えられる場合は、要望設備の中から選びヒアリングを実施する。 
 ヒアリング結果を基に再評価を行い、施設・部局アンケートで選ばれた設備のランキ

ング案を決定する。 
 共用設備基盤センター運営委員会での審議を経て、要望設備順位を学長が決定する。 
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【参考】 研究者個人アンケート（2020 年度、2021 年度は実施しません。） 
[1]アンケート実施及び取扱方針 

 研究者個人アンケートは中期目標・中期計画の初年度及び中間年度に実施し、研究
設備マスタープランを更新する。 

 
 研究者個人アンケートは要望研究設備のリスト化を目的とする「1 次アンケート」

と 1 次アンケートで得られた設備リストへの投票を行う「2 次アンケート」の 2 段
階調査とする。なお、1 次アンケートは研究代表者を対象として実施、2 次アンケ
ートでは全学の教員を対象として実施する。 

 アンケート結果の有効期限はアンケート実施の翌年度から次のアンケート実施年度
までの 3 年間とする。(新たにアンケートを実施した翌年からは新規アンケート結果
を有効とする。) 

 有効期間(3 年間)での設備導入目標は、アンケート上位の 3 設備とする。 
 7500 万円(※2)を目安として、それを超える金額の要望設備を要望設備(高額)とす

る。※2：有効期間(3 年間)で学内予算において確保できる財源額の概ね 1/2 の金
額。 

 要望設備(高額)について、下記条件①、②を満たす設備を概算要求設備とする。 
① 要望設備(高額)の得票 1 位 
② 要望設備(高額)を除く個人アンケートの上位 5 番目と同等以上の得票を得てい

る 
 
 
 
 
 
 
 

研究者個人アンケート実施計画 


